
仕 様 書 

 

１ 本仕様書は、白木町桐山栃谷農道ほか２路線除草業務（７－１）に適用するものである。 

 

２ 施工箇所は、別図のとおりである。 

 

３ 業務着手時には、現場責任者選任届及び委託業務実施計画書を提出すること。 

 

４ 除草は、繁茂している雑草を草刈機及びその他の器具を用いて根元から短くきれいに

刈り取るものとする。 

 

５ 道路附属物や樹木等に絡みついた草についても、丁寧に取り除くこと。 

 

６ 除草後は、刈り取った草をすみやかに搬出処理すること。また、道路側溝内等に落と   

した短い草も忘れず搬出処理すること。 

 

７ 除草作業中、除草区域内及びその付近にゴミ類（カン、ビン、ペットボトル等）があっ

た場合は、適切に処分すること。 

 

８ 作業にあたっては、第三者に迷惑のかからないよう、また一般交通に支障を及ぼさない

よう十分配慮すること。 

  また、施工区域の起点及び終点に、通行中の車両等から確認ができ、通行の妨げとなら

ない場所に看板を設置し安全管理を徹底すること。 

 

９ 除草作業時においては、既存の道路附属物や一般車両、沿線の家屋等を破損させること

のないよう対策を講じること。また万が一破損させた場合は、受注者の責任において補

修や損害の賠償等を行うこと。 

 

１０ 刈り取った草の処分については、広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。なお、搬入に

あたっては搬入基準に適合するよう注意すること。 

 

１１ 除草完了時は完了報告書（委託業務実施報告書、写真、竣工図面、伝票、数量比較表

等）を提出し、本市検査員の検査を受けること。 

 

１２ 本仕様書に定めていない事項については、本市と協議のうえ決定すること。 
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条 件 明 示 

白木町桐山栃谷農道ほか２路線除草業務（７－１） 

明 示 項 目 明     示     事     項 

 

工程関係 

 

 

 

 

 

 

 

業務関係 

 

 

安全対策 

 

 

 

 

 

その他 

 

  委託期間は、準備・後片付け期間、雨天、休日等を含み、契約締結から

令和７年８月２０日を見込んでいる。 

なお、休日等には、日曜日、祝日、夏季休暇のほか、作業期間内の全土

曜日を含んでいる。 

 

本業務は、通常の作業時間帯（８時から１７時）で行えるものとする

が、作業時間帯の変更が必要となった場合には、別途協議すること。 

 

除草範囲は、路肩より約１．０ｍとするが、除草が困難な箇所について

は、可能な範囲で除草を行うこと。 

 

  交通誘導員は、１日あたり２名配置すること。 

 ただし、地元及び関係機関との協議等により配置人員に変更が生じた場合   

は変更の対象とする。 

  

  本業務のうち、桐山栃谷農道においては、飛び石防護を行うこと。 

 

本業務の積算では、令和６年８月版土木工事標準積算基準書及び令和７

年５月単価を採用している。 
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測量法に基づく国土地理院承認（使用）R 5JHs 5

位 置 図

除草箇所

東洋合成(株)

白木町大字志路

白木町大字市川

桐山栃谷農道
除草面積　3200m²
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測量法に基づく国土地理院承認（使用）R 5JHs 5

位 置 図

除草箇所

白木町大字市川

大槌川

白木町大字秋山

栃谷川

栃谷線林道

大槌線林道

栃谷線林道
除草面積　2100m²

大槌線林道
除草面積　1000m²


